


　昭和23年（1948年）、国際連合において「世界人権宣言」が採択され、その後様々な人権に関する
採択がされました。可児市は、平成２年（1990年）度に法務省の「人権モデル地区」の指定を受け、翌
年には可児市人権啓発センターを設立し、「人権擁護都市」とすることを宣言しました。
　こうした経緯から、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の規定に基づき、様々な人権課題
の解消を図り、総合的に人権施策を推進していくため「可児市人権施策推進指針」を策定することと
しました。

１ 基本的な考え方 ２ 人権教育・人権啓発の推進
指針策定までの経緯

人権施策の基本理念人権施策の基本理念

市の指針の方向市の指針の方向

指針の推進期間指針の推進期間

　可児市市政経営計画における「住みごこち一番・可児」と「人権擁護都市宣言」の理念を
実現するために、個人の選択に応じた様々な価値観や生き方を尊重し、自らを律する自立
した市民が、それぞれの個性と能力を輝かせ、自己実現と社会的責任を果たすことので
きる地域社会の創造を目指します。

基本理念の実現に向けて、次の目標を定めます。

1 2

3 4

平等な地域社会 自己実現できる地域社会

共生する地域社会 人権問題に取組む地域社会

　性別や年齢、障がい、国籍、社会的身分等に
かかわりなく、誰もが等しく社会に参画する
ことのできる地域社会づくりを目指します。

　異なる文化や歴史、生活習慣にふれあう
中で、お互いが理解し合い、様々な市民と共
に生活し、共に支え合う地域社会づくりを
目指します。

　人権に関する問題を社会全体の課題とし
て取り組み、市民はもとより自治会、学校、企
業などと連携・協働し、相互に支援しながら
人権尊重の住みよい地域社会づくりを目指
します。

この指針の推進期間は、可児市市政経営計画の計画期間である令和６年
（2024年）度から令和９年（2027年）度までとします。

　全ての市民が、ひとりの人間として、かけ
がえのない存在として自信を持って生き、差
別意識や偏見にとらわれず、自己実現に挑
戦することのできる地域社会づくりを目指
します。

1 2

3

学校教育 社会教育

家庭教育

　学校生活の中でのいじめ等のトラブルに
ついても、人権の視点から問題を捉え、児童
生徒の意識の中に潜む差別意識を把握し、
指導していくことが求められます。
各小中学校においては教職員が現状を認識
し、児童生徒の人権意識を高める指導を実
践していきます。

　子どもにとって家庭は最も身近な社会で
あり、親は最も身近な指導者です。親や家族
が子どもの成長段階に応じた、自他の大切
さや男女平等などの人権尊重の意識を育ん
でもらうための子どもへのかかわり方につ
いて、学習や交流できる機会を設けます。

　「すべての人が互いに平等で尊重される
べきである。」という人権意識が根づくよう、
学校、地区センター、可児市人権啓発セン
ター、可児市多文化共生センターなどを活
用し、地域社会に密着した指導者の養成、関
係団体との連携、広い視野に立った情報の
収集・提供、そして様々な人々同士の交流を
行います。

1 2市民への啓発 市職員への啓発

　可児市人権啓発センターや人権擁護委員
等の活動を支援していきます。また、女性、
子ども、高齢者その他の人権問題について
は、それぞれ所管する部署を中心に、計画
的・横断的に推進していきます。

　市役所職員には、職務を公平かつ公正に
遂行するため、人権問題に対する正しい理
解と認識を深める必要があります。人権週
間をはじめとした様々な機会を活用して、職
員に対して啓発を行うとともに研修を実施
し、市職員が率先して人権意識の確立を図
ります。

人権教育の推進

人権啓発の推進
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3 分野別人権施策の推進

男女共同参画

　「可児市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例」に基づく基本計画「可児市男女
共同参画プラン」を着実に実行していきます。

①人権尊重とジェンダー平等の意識づくり
　②誰もが活躍できる社会づくり
　③多様性を尊重し誰もが安心して暮らせる社会づくり
　④性被害・ＤＶのない社会づくり

障がい者

　「第７期可児市障がい者計画」に基づき、障がい者の人権を尊重する施策を推進して
いきます。「だれもが互いを認め合い みんなが共に地域で育ち 自分らしく暮らせるま
ち」を基本理念とし、市民と行政が手を携え、市民一人ひとりが地域福祉を支える一員と
して活躍できる取り組みを進めることで、誰もが地域とつながり、支え合いながら心穏
やかにのんびり暮らせるまちを目指します。

　①地域でつながり、支え合う　
　②住み慣れた地域で住み、暮らす
　③健やかに、安心して生活する
　④住み慣れた地域で一緒に育ち、学び、楽しむ　
　⑤働き、活動する

子ども

　いじめや体罰、児童虐待、非行や不登校など、子どもの人権にかかわる様々な問題か
ら社会全体で守るための施策として、相談支援体制や学校教育での啓発活動を継続し
ていきます。

　①マイナス10カ月からの子育て支援
　②地域、家庭、学校で取り組む子どもの教育と健全育成
　③児童虐待やいじめの防止

高齢者

　高齢者の自己実現と尊厳を保持しながら、健康で地域活動に参加しやすい環境の中
で暮らせるよう、可児市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（第９期）に基づいた施
策の展開を図ります。

　①地域づくり・孤立防止　　　
　②生きがい・健康づくり
　③支援を必要とする高齢者へのサービス提供
　④高齢者の権利擁護

同和問題

　同和問題については、人権という観点から市民一人ひとりが解決することも重要です
が、行政も粘り強く継続的に啓発を進めていきます。

①教育・啓発活動の推進
　②えせ同和行為への対応

外国籍市民

　「可児市多文化共生推進計画（第４期）」に基づいて、今後更に外国籍市民を含めた市
民相互コミュニケーションを深める活動の推進、生活基盤確立のための支援を実施す
ることにより、対等な関係を築きながら共に生きていける多文化共生社会の構築を推
進します。

①外国籍市民の生活支援
　②子どもの就学支援
　③暮らしの中の情報発信
　④不当な差別的言動のない社会の実現
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４ 人権教育・人権啓発の計画的推進性的マイノリティ

　「第四次可児市男女共同参画プラン」に基づき、性別に関係なく全ての人の人権が尊重
され、誰もが自分らしく暮らせるよう、また性の多様性への配慮が進むよう啓発活動や
情報提供、学習機会の提供などを推進していきます。

①理解促進
　②情報提供
　③相談体制の確立
　④ジェンダー平等の視点での取り組み

Ⅰ 市施策による人権教育・人権啓発の推進

　人権問題は複数の要因が絡み合い、新たな問題が生まれるなど、複雑
化・多様化しています。そのため分野ごとの施策の推進だけではなく、総
合的な視点を持ち、横断的な対応を行うことが求められています。
　今後も、具体的な人権課題に関わる施策を推進するのはもちろん 市が
実施する施策全般に、人権尊重の理念を取り入れた展開を図ります。

Ⅱ 人権関係機関との連携

　市の人権施策の推進が広範囲な取り組みとして展開されるよう、可児
市人権啓発センターと一体となって施策を推進していくとともに、国・県・
他の市町村や人権関係団体とも緊密な連携・協力を図ります。
　今後も人権擁護委員協議会、保護司会等人権擁護に密接に関係のある
団体との連携を深め、情報の共有化や事業の協働開催を実施します。

Ⅲ 市民の意見等の反映

　人権については、市民生活のあらゆる場面に関わるものであるため、市
民参加なくしては成り立ちません。人権教育や人権啓発活動を推進するた
めには、市民の日常的な人権課題の現状把握を行う必要があります。
　今後も可児市人権啓発センターと協働してアンケート調査を定期的に
実施し、市民の人権意識の把握を継続します。また、様々なイベント開催
時を好機と捉え、広く市民の意見を求めます。そして、これらで得られた情
報を新たな施策に反映させていきます。

Ⅳ 進行管理及び見直し

　この指針に掲げた内容については、定期的に取り組み状況を確認し、進
行管理を行うとともに、新たな問題が生じたり、新たな制度が実施された
りした場合には、状況によりその問題や制度に対応した見直しを検討して
いきます。

インターネット

　インターネットやＳＮＳ等の利用上のルールやマナー等について啓発を進めるととも
に、モラルやリスクの理解を深めるための活動を推進していきます。

①教育・啓発活動の推進
　②相談・支援の充実

　「再犯防止等の推進に関する法律」に基づき、「可児市人権施策推進指針」の本項を市
における「再犯防止推進計画」とし、刑を終えて出所した人の再犯防止に取り組んでい
きます。

①就労支援、住居の確保
　②啓発活動
　③保護司会と連携した人材の確保・育成

刑を終えて出所した人

　前述の他にも次に掲げるような人権問題が存在します。
・ＨＩＶ感染者等　　・犯罪被害者　　・災害に起因する人権問題　　・アイヌの人々
・ホームレス　　・北朝鮮当局による人権侵害　　・人身取引

　今後、時代の変化とともに、様々な人権問題が発生することが予測されます。どのよ
うな場合でも関係機関と連携・協力を図り、それぞれの問題の状況に応じた取り組みが
必要です。

その他の人権問題
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　今後も、具体的な人権課題に関わる施策を推進するのはもちろん 市が
実施する施策全般に、人権尊重の理念を取り入れた展開を図ります。

Ⅱ 人権関係機関との連携

　市の人権施策の推進が広範囲な取り組みとして展開されるよう、可児
市人権啓発センターと一体となって施策を推進していくとともに、国・県・
他の市町村や人権関係団体とも緊密な連携・協力を図ります。
　今後も人権擁護委員協議会、保護司会等人権擁護に密接に関係のある
団体との連携を深め、情報の共有化や事業の協働開催を実施します。

Ⅲ 市民の意見等の反映

　人権については、市民生活のあらゆる場面に関わるものであるため、市
民参加なくしては成り立ちません。人権教育や人権啓発活動を推進するた
めには、市民の日常的な人権課題の現状把握を行う必要があります。
　今後も可児市人権啓発センターと協働してアンケート調査を定期的に
実施し、市民の人権意識の把握を継続します。また、様々なイベント開催
時を好機と捉え、広く市民の意見を求めます。そして、これらで得られた情
報を新たな施策に反映させていきます。

Ⅳ 進行管理及び見直し

　この指針に掲げた内容については、定期的に取り組み状況を確認し、進
行管理を行うとともに、新たな問題が生じたり、新たな制度が実施された
りした場合には、状況によりその問題や制度に対応した見直しを検討して
いきます。

インターネット

　インターネットやＳＮＳ等の利用上のルールやマナー等について啓発を進めるととも
に、モラルやリスクの理解を深めるための活動を推進していきます。

①教育・啓発活動の推進
　②相談・支援の充実

　「再犯防止等の推進に関する法律」に基づき、「可児市人権施策推進指針」の本項を市
における「再犯防止推進計画」とし、刑を終えて出所した人の再犯防止に取り組んでい
きます。

①就労支援、住居の確保
　②啓発活動
　③保護司会と連携した人材の確保・育成

刑を終えて出所した人

　前述の他にも次に掲げるような人権問題が存在します。
・ＨＩＶ感染者等　　・犯罪被害者　　・災害に起因する人権問題　　・アイヌの人々
・ホームレス　　・北朝鮮当局による人権侵害　　・人身取引

　今後、時代の変化とともに、様々な人権問題が発生することが予測されます。どのよ
うな場合でも関係機関と連携・協力を図り、それぞれの問題の状況に応じた取り組みが
必要です。

その他の人権問題
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～一人ひとりが尊重される社会を目指して～

概要版

第4期
可児市人権施策推進指針

【人権擁護都市宣言】

私たちは、互いに相手を尊重しあい信頼しあいながら、人間としてかけがえのない人生を、

心豊かにしあわせにすごせる社会が実現することを願っています。

　今私たちには、自らの人権感覚を高め、人権尊重の輪を広げ、生きがいと思いやりのある

都市（まち）を築くよう努めることが求められています。

　私たち可児市民は、「心豊かな活力とうるおいのある住みよい都市（まち）・可児」の実現

をめざし、ここに可児市を「人権擁護都市」とすることを宣言します。

（平成３年12月宣言）

可児市
令和６年（2024年）３月

人権についての相談窓口

相談名

人権相談

いじめ相談　　（TEL 0120-263-115）　

心の電話相談 （TEL 0574-63-2444）　　

みんなの人権110番  （TEL 0570-003-110）　　

人権・困りごと相談

法律相談

女性の弁護士による
法律相談

悩み相談

相談員 相談時間 場所

人権擁護委員等

人権擁護委員

岐阜県弁護士会
所属の弁護士

専任アドバイザー
（女性）

女性弁護士

平日８時30分～
17時15分

毎月第１水曜日
13時～16時

毎週火曜日
13時～16時（事前予約制）

毎月１回（土曜日）
13時30分～16時30分
（事前予約制）

岐阜地方法務局
美濃加茂支局

（TEL 0574-25-2400）

可児市福祉センター
（問合0574-62-1111
　　　地域協働課）

可児市役所
（予約 0574-62-1111
　　　地域協働課）

可児市
文化創造センターala
（予約 0574-62-1111

地域協働課）

※可児市教育研究所　
児童生徒とその保護者を対象に不登校・
いじめなど学校生活にかかわる相談

※全国共通人権相談ダイヤル
   平日８時30分～17時15分

※可児市いじめ防止専門委員会

※相談日時は変更になることがあります。
※ここで紹介している相談は無料です。
※市で行う相談は市内在住の方が対象になります。

令和６年（2024年）３月
発行／可児市　市民文化部　地域協働課
〒509-0292　可児市広見一丁目1番地
TEL 0574-62-1111㈹　FAX 0574-62-1376
E-mail:kyodo@city.kani.lg.jp

第４期可児市人権施策推進指針（概要版）
令和６年度～令和９年度
（2024年度～2027年度）
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